
 

★ 長沼小学校の「生活指導方針・体制及び体罰防止のための取り組み」 

★ 長沼小学校の「いじめの防止のための取り組み」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校いじめ対策委員会 

本校では、いじめの防止等の対策を組織的に推進することができるようにするために、「学校い

じめ対策委員会」があります。いじめやいじめの疑いのある事例について情報収集し、対応方針

を協議しています。また、それを教職員間で共有できるようにしています。いじめの問題を担任

一人で抱え込むことがないようにするために、教職員が児童の気になる様子を把握した場合に、

「学校いじめ対策委員会」へ報告することを徹底しています。 

教職員は、いじめや不登校につながる兆候を見逃さない生活指導を心がけております。お子様

のことで、気になることがありましたら、担任または、生活指導主任・副校長にご連絡ください。 

また、毎週火曜日にスクールカウンセラーが勤務し、児童や保護者の相談に対応しています。

養護教諭が相談受付しておりますので、遠慮なくご利用ください。 

生活指導部から 

学校は小さな社会です。子供と子供、子供と先生、子供と地域の方々など、多くの人との関わり

の中で、自分を成長させていく社会です。その社会の中で、子供たちに「確かな学力」「豊かな人間

性」「健やかな心と体」を育んでいきます。そのために、本校では次の２点を生活指導方針として位

置付けております。 

 

 

 

 

そのため、教師は、子供たちの見本となるよう教師自身が自己の言動に気を配り、公正・公平な

姿勢で子供たちに接していきます。 

 子供たちは、自分の感情がコントロールできずに素直な態度になれない時があります。そのよう

な子供たちの言動に対して感情的になっても問題は解決しません。 

 教師は、子供たちの話を聞く姿勢を大切にし、指導した場合は褒め、次に向かう気持ちがもてる

ようにしていきます。さらにその指導が効果的であったか振り返るために、学年の教員や管理職等

へ指導内容を報告して情報を共有し、必要に応じて保護者の皆様に状況を伝え、家庭と連携して子

供たちの健全育成に取り組んでいきます。ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

○ 友達を傷つける言動は許されないことを教えていきます。 

○ ルールやマナーを守ることを教えていきます。 

八王子市立長沼小学校 
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